
事 務 連 絡 

令和３年１１月２６日 

各都道府県財政担当課 

各都道府県市区町村担当課 

各都道府県議会事務局  御中 

各指定都市財政担当課 

各指定都市議会事務局 

総務省自治財政局財政課 

令和３年度補正予算（第１号）に伴う対応等について 

政府は、令和３年１１月２６日に、令和３年度補正予算（第１号）

の概算及び令和３年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費

の使用について閣議決定したところであります（別添資料参照）。 

 これに伴う財政措置等として別紙のとおり講ずることを予定してお

りますので、お知らせいたします。 

 貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかに措置

の内容を御連絡いただくようお願い申し上げます。 



（別 紙） 

 

第１ 国の補正予算等 

政府は、令和３年１１月２６日に令和３年度補正予算（第１号）の概

算について閣議決定し（別添資料１参照）、国会に提出する予定である。 

今回の補正予算においては、歳出面で、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止１８兆６，０５９億円、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の

再開と次なる危機への備え１兆７，６８７億円、未来社会を切り拓く「新

しい資本主義」の起動８兆２，５３２億円、防災・減災、国土強靱化の推

進など安全・安心の確保２兆９，３４９億円、地方交付税交付金３兆

５，１１７億円等を追加計上するほか、既定経費の減額１兆５，６６５億

円の修正減少額を計上している。 

また、歳入面で、税収６兆４，３２０億円、税外収入１兆３，５１６

億円、前年度剰余金受入６兆１，４７９億円、公債金２２兆５８０億円

（建設公債２兆８，２７０億円及び特例公債１９兆２，３１０億円）を追

加計上している。 

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和３年度当初予算に

対し、３５兆９，８９５億円増加し、１４２兆５，９９２億円となっている。 

また、政府は、令和３年１１月２６日に令和３年度一般会計新型コロ

ナウイルス感染症対策予備費の使用を閣議決定したところである（別添資

料２参照）。 

 

第２ 補正予算に係る財政措置等 

今回の補正予算においては、国税収入の補正等に伴い地方交付税が増

額されるとともに、歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じること等から、

以下のとおり措置を講ずる予定である。 

１ 地方交付税 

今回の補正予算において、地方交付税法第６条第２項の規定に基づ

き増額される令和３年度分の地方交付税の額４兆２，７６１億円（令和

２年度国税決算に伴う地方交付税法定率分の増額１兆９，９７２億円

及び令和３年度国税収入の補正に伴う地方交付税法定率分の増額 

２兆２，７８９億円）については、以下のとおり措置することとしている。 

(1) 以下のとおり、１兆９，７００億円を令和３年度の地方交付税総額

に加算して増額交付する措置を講ずることとしていること。 

① 普通交付税の調整額を復活するとともに、国の補正予算におけ

る歳出の追加に伴う地方負担を措置するため、令和３年度の地方

交付税を４，７００億円（普通交付税４，４１８億円及び特別交



付税２８２億円）増額交付することとしていること。 

この普通交付税の増額交付に対応して、令和３年度に限り、基準

財政需要額の費目に「臨時経済対策費（仮称）」を創設するととも

に、調整額を復活することとしていること。 

② 令和３年度の臨時財政対策債を償還するための基金の積立てに

要する経費を措置するため、令和３年度の普通交付税を１兆

５，０００億円増額交付することとしていること。 

これに対応して、令和３年度に限り、基準財政需要額の費目に

「臨時財政対策債償還基金費（仮称）」を創設することとしてい

ること。 

③ 上記①②に伴い、普通交付税の再算定を行うこととしているこ

と。普通交付税の再算定の詳細については、別途お知らせする予

定であること。 

なお、「臨時財政対策債償還基金費（仮称）」の算定額につい

ては、後年度、令和３年度の臨時財政対策債に係る「臨時財政対

策債償還費」に算入されないこととなることから、各地方公共団

体においては、この措置に対応し令和３年度内に減債のための基

金に積立てを行うなど将来の公債費負担に備えられたいこと。 

(2) 交付税特別会計借入金について、令和２年度補正予算（第３号）及び

令和３年度当初予算において償還を繰り延べた額８，５００億円（そ

れぞれ２，５００億円及び６，０００億円）の償還を行うこととしてい

ること。 

(3) 令和３年度地方財政計画において「地域デジタル社会推進費」を計

上するために活用することとしていた令和３年度の地方公共団体金

融機構の公庫債権金利変動準備金２，０００億円について、その活

用時期を見直すこととしていること。 

(4) 残余の額１兆２，５６１億円については、令和４年度分として交付

すべき地方交付税の総額に加算して交付する措置を講ずることとし

ていること。 

以上の措置を講ずるため、「地方交付税法及び特別会計に関する

法律の一部を改正する法律案（仮称）」を国会に提出する予定であ

ること。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の増額 

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金について、

中小事業者等が所有する償却資産等に係る固定資産税等の課税標準の特

例措置の適用実績に基づき、９７０億円増額することとしている。 



３ 追加の財政需要 

今回の補正予算においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じる

ことから、これに対しては以下のとおり財政措置を講ずることとしている。 

なお、詳細については、別途お知らせする予定である。 

(1) 今回の補正予算による歳出の追加のうち、投資的経費に係る地方負

担については、原則として、その１００％まで地方債を充当できる

こととし、以下に掲げるものを除き、後年度における元利償還金の

５０％を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしてい

ること。 

① 災害復旧事業債 

ア 補助災害復旧事業債 

補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、

その９５％を公債費方式により基準財政需要額に算入すること。 

イ 災害対策債 

（ア）なりわい再建支援事業（地方公共団体が補助する経費の２／３

を国が補助する場合）に係る災害対策債の後年度における元

利償還金については、その９５％を公債費方式により基準財

政需要額に算入すること。 

（イ）災害廃棄物処理事業については、地方負担額の８０％を特

別交付税により措置した上で、残余について、災害対策債の

発行要件を満たす地方公共団体においては、災害対策債の後

年度における元利償還金の５７％を特別交付税により措置す

ること。 

ウ 一般単独災害復旧事業債 

一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金につい

ては、地方公共団体の財政力に応じ、その４７．５％～８５．５％

を公債費方式により基準財政需要額に算入すること。 

エ 地方公営企業災害復旧事業債 

地方公営企業災害復旧事業債の後年度における元利償還金に

ついては、一般会計からの繰出額に応じ、その最大５０％まで

を特別交付税により措置すること。 

② 公営企業債 

当初における一般会計からの繰出額の一部に対する算定と同様

の方式により措置すること。  

③ 一般事業債 

災害援護貸付金について、資金手当として一般事業債を充当で

きること。 



(2) 今回の補正予算による歳出の追加のうち、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止及び「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次

なる危機への備えとして実施する事業（未来社会を切り拓く「新し

い資本主義」の起動として実施する事業のうち、令和２年度補正予

算（第３号）等において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金により措置をした事業等を含む）に係る地方負担について

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置

することとしていること。 

(3) 今回の補正予算による歳出の追加のうち、未来社会を切り拓く

「新しい資本主義」の起動及び防災・減災、国土強靱化の推進など安

全・安心の確保として実施する事業（上記(2)を除く）のうち地方債

の対象とならない経費（８００億円程度）に係る地方負担及び未来

社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動として実施する事業等の

うち投資的経費に係る地方負担（３，６００億円程度）については、

上記１(1)①の地方交付税の増額交付の中で措置することとしてい

ること。 

なお、当該投資的経費に係る地方負担については、上記(1)の措置

により地方債を発行することも可能であること。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額等 

今回の補正予算においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、

人流抑制等の影響を受ける事業や生活・暮らしへの支援、「ウィズコロ

ナ」下での社会経済活動の再開等により地方創生を図るため、地方公共

団体が地域の実情に応じて必要な事業を実施できるよう、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を６．８兆円（うち地方単独分

１．２兆円、国庫補助事業の地方負担分０．３兆円、検査促進枠分０．３

兆円、協力要請推進枠等分５．０兆円）増額することとされている。 

このほか、全額国費により、新型コロナウイルス感染症緊急包括支

援交付金の増額（２兆３１４億円（医療分））、新型コロナウイルスワ

クチンの接種体制の整備・接種の実施（１兆２，９５４億円）、子育て

世帯等臨時特別支援事業（１兆２，０５０億円）等に係る事業を計上す

ることとされている。 

 

第３ 一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費 

今回の予備費においては、子育て世帯等臨時特別支援事業（７，３１１

億円）について、全額国費により計上することとされている。 



（別添資料１）





（
単

位
：

億
円

）

１
．

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
1
8
6
,
0
5
9

１
．

税
収

6
4
,
3
2
0

２
．

「
ウ

ィ
ズ

コ
ロ

ナ
」

下
で

の
社

会
経

済
活

動
の

再
開

と
1
7
,
6
8
7

　
　

次
な

る
危

機
へ

の
備

え

３
．

未
来

社
会

を
切

り
拓

く
「

新
し

い
資

本
主

義
」

の
起

動
8
2
,
5
3
2

４
．

防
災

・
減

災
、

国
土

強
靱

化
の

推
進

な
ど

2
9
,
3
4
9

２
．

税
外

収
入

1
3
,
5
1
6

 
　

 
安

全
・

安
心

の
確

保

 

　
　

小
　

　
計

　
（

経
済

対
策

関
係

経
費

）
3
1
5
,
6
2
7

５
．

そ
の

他
の

経
費

2
,
1
3
5

３
．

前
年

度
剰

余
金

受
入

6
1
,
4
7
9

６
．

国
債

整
理

基
金

特
別

会
計

へ
繰

入
2
2
,
6
8
2

７
．

地
方

交
付

税
交

付
金

3
5
,
1
1
7

４
．

公
債

金
2
2
0
,
5
8
0

　
（

１
）

建
設

公
債

2
8
,
2
7
0

　
（

２
）

特
例

公
債

1
9
2
,
3
1
0

８
．

既
定

経
費

の
減

額
▲

 
1
5
,
6
6
5

　
　

合
　

　
計

3
5
9
,
8
9
5

　
　

合
　

　
計

3
5
9
,
8
9
5

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
フ
レ
ー
ム

歳
　

　
　

出
歳

　
　

　
入

（
注
）
計
数
は
そ
れ
ぞ
れ
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
は
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。



令和３年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用 

令和３年１１月２６日 

閣 議 決 定 

内閣府所管 

  子育て世帯等臨時特別支援事業に必要な  ７３１，０６６，５２７千円 

  経費 

（ 参 考 ） 

新型コロナウイルス感染症対策予備費予算額 ５，０００，０００，０００千円 

  前回までの使用累計額 ２，４３４，５９２，６２８ 

  今 回 使 用 額   ７３１，０６６，５２７ 

  差 引 残 額 １，８３４，３４０，８４５ 

（別添資料２）


